【質問１】
４（３）①の貸付料について
『事業者が提案する最低価格と売上に応じた手数料の高い価格をもって月額の貸付料とする。』
とございますが、以下の場合貸付料の考え方はあってますでしょうか。
例）提案価格が月額10,000円、手数料が10％だったとして、月の販売金額が50,000円だった場合、提案価格10,000円＞手数料5,000円となり、高い方は提案価格の10,000円となるので、貸付料は10,000円となる。

【回答】
この場合は、月額の手数料10,000円と売り上げの手数料5,000円を合わせて賃借料は15,000円となります。

【質門２】
自販機設置までには屋外電源が設置されますでしょうか。

【回答】
４　契約上の条件等
（３）貸付料等
②　その他の費用
ア　貸付場所に係る電気料については、貸付料とは別に設置者が負担するものとし、使用電気料を計測するための子メーターについて、市と協議のうえ、設置者の負担で自ら設置するものとする。
の項目より設置者の負担で公衆トイレから配線をしていただこうと考えております。
